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認可外保育施設における新型コロナウイルス感染症にかかる 

区役所への情報共有と臨時休園等の対応について 
 

 

日頃から本市保育・教育行政に御理解・御協力をいただき、ありがとうございます。また、新型

コロナウイルス感染症拡大防止のために、ご自身の体調管理にも気を使われながら日々の保育にあ

たられていることに心より御礼申し上げます。 

このたび、認可外保育施設における、新型コロナウイルス感染症にかかる区への情報共有と臨時

休園等の対応について、次の通り依頼させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

１ 区役所への情報共有について 

  貴園において以下の状況が発生した場合は、直ちに区役所こども家庭支援課に連絡お願いしま

す。 

  ア 貴園の児童もしくは職員、またはその家族がPCR検査の結果陽性の判定を受けた場合 

  イ 貴園の児童または職員が濃厚接触者に特定された場合 

 

２ 臨時休園等の判断基準の参考例について 

認可保育所等につきましては、園関係者（児童または職員）の陽性反応が判明した時点で、保

健所による行動調査結果を待たずに一旦休園し、保護者へのお知らせを行うこととしています。 

認可外保育施設におかれましても、臨時休園や園児・職員の登園や出勤の停止等の判断につきま

しては、別紙「認可外保育施設における臨時休園の判断基準の参考例について」をご参考に、ご

対応くださいますようお願いいたします。（休園の判断は各園が行います。） 

 

※なお、休園される場合は区役所こども家庭支援課に【認可外保育施設［休止・廃止］届出書】の提出が必

要です。また再開については、届出書の予定通り再開するときは設置届の再提出は不要とします。届出書

に示された期間と異なる場合は再度【認可外保育施設休止届出書】をご提出ください。 

 

【添付資料】 

・各区連絡先 

・認可外保育施設における臨時休園の判断基準の参考例について 

 ・【参考】新型コロナウイルスの対応フロー図（認可保育所等あて資料） 

 

 

 

お問合せ 

＜この通知について＞  

横浜市こども青少年局 保育・教育運営課     電話： 671-3564 

 

＜新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談＞ 

 横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター  電話： 550-5530 

 



認可外保育施設における臨時休園の判断基準の参考例について 

 

１ 関係者が新型コロナウイルスの陽性となった場合 →  

(1) 保健所による行動調査 ※前 

 

 

① 職員が陽性の場合【全保護者に周知】 

全ての園関係者に濃厚接触者となる可能性があることから、行動調査が終了するまで園全

体を一時休園。 

② 在園児が陽性の場合【全保護者に周知】 

①と同じ対応。 

③ 在園児の同居の家族が陽性の場合【保護者へのお知らせについて ※１】 

ア 在園児の同居の家族（送迎実施者）が陽性の場合 

 当該家庭の子どもは濃厚接触者となるため登園停止。 

      陽性となった在園児の家族と接触した保育士について、 

行動調査が終了するまで出勤を停止。 

 イ 在園児の同居の家族（送迎の実施なし）が陽性の場合 

 当該家庭の子どもは濃厚接触者となるため登園停止。 

 

 (2) 行動調査終了後 

① 職員が陽性の場合【全保護者に周知】 

行動調査に基づき、保健所が濃厚接触者を特定し、該当者の登園・出勤を停止。園の消毒

を園に指示。 

保健所の助言を得て、園として全部休園、一部休園等について決定し、各園で対応。 

② 在園児が陽性の場合【全保護者に周知】 

①と同じ対応。 

③ 在園児の同居の家族が陽性の場合【保護者へのお知らせについて ※１】 

行動調査に基づき、保健所が濃厚接触者を特定し、該当者の登園・出勤を停止。 

園内消毒を実施するなど、園運営に影響が出る場合、陽性となった該当者が特定されない

形で、全保護者に周知。 

 

２ 関係者が濃厚接触者となった場合【保護者へのお知らせについて ※２】 

① 職員が濃厚接触者の場合 →  

当該職員の出勤停止。 

② 在園児が濃厚接触者の場合→  

当該子どもの登園停止。 

③ 在園児の家族が濃厚接触者の場合 

当該家族による送迎を停止。 

 

３ 関係者がＰＣＲ検査受診の期間中【保護者へのお知らせについて ※２】 

① 職員が受診中の場合 

② 在園児が受診中の場合 

③ 在園児の家族が受診中の場合 

診断が確定するまでは通常通り保育所を開所。 

ＰＣＲ受診者は診断が確定するまで登園・出勤・送迎を停止。 

※行動調査：園関係者が PCR検査で陽性になった場合、園児、職員等のどの範囲が「濃厚接触者」と
なるか、保健所が園訪問するなどにより行う調査です。 

※２ 保護者へのお知らせについて 
２及び３に該当する際に、保護者全員へお

知らせしたいとお考えの場合は、①新型コロ
ナウイルス感染症を理由とした偏見が生じ
ないようにするなど、人権に十分配慮するこ
とや、②該当者の同意を得ることなどを行
い、保護者全員にお知らせをしてください。 

※１ 保護者へのお知らせについて 
園の運営に影響が出る場合には、

①個人情報に配慮しながら、②該当
者の同意を得るなどを行い、保護者
全員にお知らせをしてください。 

認可外保育施設の場合も 
区にご連絡ください 

認可外保育施設の場合も 

区にご連絡ください 

認可外保育施設の場合も 

区にご連絡ください 



園から相談を受ける

【行動調査の実施】

＜行動調査とは＞

園関係者がPCR検査で陽性になった場合、

園児、職員等のどの範囲が「濃厚接触

者」となるか、保健所が園訪問するな

どにより、調査を行います。

職員から報告を受ける

【区こども家庭支援課に報告】

保護者

発熱等の症状がある、

自宅待機【園に報告】

職員 園 区こども家庭支援課 区福祉保健課（保健所） こども青少年局

職員から報告を受ける

【区こども家庭支援課に相談】

症状が４日以上続く

【園に報告】【医療機関等受診】

職員から報告を受ける

【区こども家庭支援課に報告】

＜感染症帰国者・接触者相談センター＞

＜医療機関＞

PCR検査不要

【園に報告】

PCR検査必要

受診期間中出勤停止

【園に報告】

職員から報告を受ける

【通常通り開所継続】

職員から報告を受ける

【区こども家庭支援課に報告】

園から報告を受ける

【区福祉保健課と情報共有】

【こ青局と情報共有】

陰性判定

【園に報告】

陽性判定

【園に報告】

職員から報告を受ける

【区こども家庭支援課に報告】

【通常通り開所継続】

園から報告を受ける

【区福祉保健課と情報共有】

【こ青局と情報共有】

・行動調査結果が出るまで一時休園決定

・園が配布するお知らせの内容確認・調整

【園に伝達】

【区福祉保健課に確認依頼】

園から報告を受ける

【区福祉保健課と情報共有】

【こ青局と情報共有、調整・協議】

区から伝達を受ける

【保護者に対し、

一時休園のお知らせ配布】

園から一時休園の

お知らせを受け取る

区こども家庭支援課と情報共有

行動調査の終了

濃厚接触者の特定

園の対応を助言

【区こども家庭支援課と情報共有】

【濃厚接触者への連絡】

区福祉保健課から行動調査の

結果提供を受ける

【こ青局に情報提供】

・行動調査の結果を受け、園の対応

を決定

・園が配布するお知らせの確認・調整

【園に伝達】

【こ青局に情報提供、調整・協議】

区こども家庭支援課と情報共有

必要に応じて区と調整・協議

区こども家庭支援課と情報共有

必要に応じて区と調整・協議

区こども家庭支援課の指示を受け、

園で対応

【保護者に対し、お知らせ配布】

保健所等の

指示が出る

まで出勤停止

区こども家庭支援課と情報共有

必要に応じて区と調整・協議

全部休園、一部休園、園内消毒の

実施等の園の対応について、

お知らせを受け取る

保育所等における新型コロナウイルスの対応フロー（①対象者：職員の場合）

濃厚接触者に特定された職員等に

ついて、区福祉保健課から連絡
保健所等の指示が出るまで

該当の園児・職員の登園・出勤停止

行動調査の受け入れ

区こども家庭支援課と情報共有

＜職員がPCR検査で陽性になった場合に備えた準備＞

区福祉保健課で実施する行動調査を円滑に行うため、関係者のヒアリング

への協力のほか、①当該職員の体調の変化、②当該職員を含む全職員の出

勤状況、③当該職員の勤務の状況、④園児の登園状況などについて、園で

取りまとめるなど、行動調査開始前の準備へのご協力をお願いします。

区こども家庭支援課と情報共有

区こども家庭支援課と情報共有

区こども家庭支援課と情報共有

濃厚接触者に

特定される、

出勤停止

【園に報告】

園が配布するお知らせの

確認

園から報告を受ける

【参考】フローの対象は認可保育所等。

認可外保育施設においては休園の判断は各園が行います。



【行動調査の実施】

＜行動調査とは＞

園関係者がPCR検査で陽性になった場合、

園児、職員等のどの範囲が「濃厚接触

者」となるか、保健所が園訪問するな

どにより、調査を行います。

保護者から報告を受ける

【区こども家庭支援課に報告】

保護者

発熱等の症状がある、自宅待機

【園に報告】

在園児 園 区こども家庭支援課 区福祉保健課（保健所） こども青少年局

保護者から報告を受ける

症状が４日以上続く

【園に報告】【医療機関等受診】

保護者から報告を受ける

【区こども家庭支援課に相談】

＜感染症帰国者・接触者相談センター＞

＜医療機関＞

PCR検査不要

【園に報告】

PCR検査必要

受診期間中登園停止

【園に報告】

保護者から報告を受ける

【通常通り開所継続】

保護者から報告を受ける

【区こども家庭支援課に報告】

園から報告を受ける

【区福祉保健課と情報共有】

【こ青局と情報共有】

陰性判定

【園に報告】

陽性判定

【園に報告】

保護者から報告を受ける

【区こども家庭支援課に報告】

【通常通り開所継続】

園から報告を受ける

【区福祉保健課と情報共有】

【こ青局と情報共有】

・行動調査結果が出るまで一時休園決定

・園が配布するお知らせの内容確認・調整

【園に伝達】

【区福祉保健課に確認依頼】

園から報告を受ける

【区福祉保健課と情報共有】

【こ青局と情報共有、調整・協議】

区から伝達を受ける

【保護者に対し、

一時休園のお知らせ配布】

園から一時休園の

お知らせを受け取る

行動調査の終了

濃厚接触者の特定

園の対応を助言

【区こども家庭支援課と情報共有】

【濃厚接触者への連絡】

区福祉保健課から行動調査の

結果提供を受ける

【こ青局に情報提供】

・行動調査の結果を受け、園の対応

を決定

・園が配布するお知らせの確認・調整

【園に伝達】

【こ青局に情報提供、協議・調整】

区こども家庭支援課と情報共有

必要に応じて区と調整・協議

区こども家庭支援課と情報共有

必要に応じて区と調整・協議

区こども家庭支援課の指示を受け、

園で対応

【保護者に対し、お知らせ配布】

保健所等の

指示が出る

まで登園停止

区こども家庭支援課と情報共有

必要に応じて区と調整・協議

全部休園、一部休園、園内消毒の

実施等の園の対応について、

お知らせを受け取る

保育所等における新型コロナウイルスの対応フロー（対象者：②在園児の場合）

濃厚接触者に特定された職員等に

ついて、区福祉保健課から連絡

保健所等の指示が出るまで

行動調査の受け入れ

区こども家庭支援課と情報共有

区こども家庭支援課と情報共有

区こども家庭支援課と情報共有

区こども家庭支援課と情報共有

区こども家庭支援課と情報共有

＜在園児がPCR検査で陽性になった場合の準備＞、区福祉保健課で実施す

る行動調査を円滑に行うため、関係者のヒアリングへの協力のほか、①

当該園児の体調の変化、②当該園児を含む全園児の出席状況、③当該園

児の登園の状況、④職員の出勤状況などについて、園で取りまとめるな

ど、行動調査開始前の準備へのご協力をお願いします。

園が配布するお知らせの

確認

園から相談を受ける

【参考】フローの対象は認可保育所等。

認可外保育施設においては休園の判断は各園が行います。



保護者から報告を受ける

【園所在区のこども家庭支援課に報告】

保護者

発熱等の症状がある、

送迎停止

在園児の家族 園 区こども家庭支援課 区福祉保健課（保健所） こども青少年局

症状が４日以上続く

【医療機関等受診】

＜感染症帰国者・接触者相談センター＞

＜医療機関＞

PCR検査不要 PCR検査必要

受診期間中送迎停止

対応不要

陽性判定

【園に報告】

＜当該家族が送迎者の場合＞

・当該家族と接触した保育士は

濃厚接触者の特定が終了するまで

出勤停止を決定

園から報告を受ける

【区福祉保健課と情報共有】

【こ青局と情報共有】

子どもの登園停止について

保健所から連絡を受ける

【園に報告】
【在住区福祉保健課での行動調査】

【同居の子どもについて、濃厚接触

者として登園停止を連絡】

行動調査の終了

濃厚接触者の特定

園の対応がある場合、助言

【園所在区こども家庭支援課へ連絡】

【濃厚接触者への連絡】

・行動調査の結果を受け、園の対応

を決定

・園が配布するお知らせの確認・調整

【園へ情報提供】

【こ青局に情報提供、協議・調整】
区こども家庭支援課と情報共有

必要に応じて区と調整・協議

区こども家庭支援課の指示を受け、

園で対応

【保護者に対しお知らせ配布】

保健所等の指示が

出るまで送迎停止

区こども家庭支援課と情報共有

保育所等における新型コロナウイルスの対応フロー（対象者：③在園児の家族の場合）

保健所等の指示が出るまで該当の

園児の登園停止

保健所等の指示が出るまで

該当の職員の出勤停止

接触があった保育士は

濃厚接触者の特定が終了するまで

出勤停止

陰性判定

区から依頼があれば行動調査を

受け入れ

必ず実施する内容

必要な場合のみ実施する内容

（園運営に影響が出る場合）

園からお知らせを受け取る

濃厚接触者に該当する園児が

いた場合のみ保健所から連絡

濃厚接触者に該当する職員が

いた場合のみ保健所から連絡

区こども家庭支援課と情報共有

【接触があった保育士に

出勤停止を伝える】

保護者から報告を受ける

濃厚接触者に

特定される、

送迎停止

【参考】フローの対象は認可保育所等。

認可外保育施設においては休園の判断は各園が行います。
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